
 

 

立科町 

人と自然が輝く町 

TATESHINA TOWN 

プレスリリース  

平成 30 年（2018 年）3 月 7 日  
 

立科町地域公共交通活性化協議会 

「福祉型デマンドタクシー」 

利用者拡大での運行がスタートします！ 

 

 

 

１  制度改正の概要  
 「福祉型デマンドタクシー（タクシー利用補助）」は、これまで①「たてしなス

マイル交通（町内巡回バス）が通っていない地域にお住まいの方」、②身体が不自

由な方（身体障害者手帳所有者）」、以上２つの内いずれかに該当する方を対象に、

町内での移動に限り最大で月４回、１回 600 円でタクシーを利用できる利用補助

券の発券をしてきました。  

今回の改正で別添「新旧対照表」のとおり利用対象の拡大等を行い、利便性向上

を図ります。  

（制度の詳細は別紙「新・福祉型デマンドタクシーについて」のとおり）  

 

２  運行開始時期  
 平成 30 年４月１日から  

 

３  その他  

 制度ご利用には事前の利用登録が必要です。  

立科町地域公共交通活性化協議会で運行している「福祉型デマンドタクシー（タ

クシー利用補助）」は、利用対象者の拡大や利用回数の増加など、利便性向上のた

めの見直しを行い、新制度での運行をスタートします。 
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■ 新・福祉型デマンドタクシーについて ■ 

（H30.4.1～） 

たてしなスマイル交通が通っていない地域にお住いの方、身体障害者手帳を所有する方、要介護（支

援）認定を受けた方、運転免許証を返納した方は、利用券を提出することで１乗車 600円のご負担で、タ

クシーをご利用いただけます。 

 

★利用券の使用期限★ 

 平成 30年４月１日から平成 31年３月 31日まで 

 

★ご利用の対象要件★ 

 ①交通空白地域にお住まいの方 

  蟹原地区、塩沢５班（前沢地区）にお住いの方 (スマイル交通が通っていない地区です。) 

 

 ②身体障害者手帳をお持ちの方 

  身体障害者手帳を所有しており、最寄りのバス停まで歩いていくことが困難な方 

  ただし、ご自身で、または運転手の簡単な介助で乗降可能な方及び乗降困難な場合は 

  介助者の同乗が可能な方に限ります。 

 

 ③要介護（要支援）認定を受けた方 

  介護保険の要介護（要支援）認定者または事業対象者の方 

  ただし、ご自身で、または運転手の簡単な介助で乗降可能な方及び乗降困難な場合は 

  介助者の同乗が可能な方に限ります。 

  ※事業対象者：日常生活の状態などを調べるチェックリスト該当者で介護予防・生活支援サービス 

    の事業の対象となる方 

 

 ④運転免許証を返納した方 

  運転免許証を自主返納され、「申請による運転免許証の取消通知書」または「運転経歴

証明書」の交付を受けた方  

 

★利用目的について★ 

  町内での移動に限ります。（町内での買物、通院等） 

  ※白樺湖方面へは、バス停「立科町役場前」から「たてしなスマイル交通シラカバ線」を 

  ご利用ください。 

 

★利用料金について★ 

  １乗車につき 600円（600円を超える分については町が負担します。） 

  ※５分以上待たせる場合、新たに「１乗車」として追加の利用券及び料金が発生します 

  のでご注意ください。 



 

 

 

 

★利用券の発行枚数★                     

 【１】蟹原地区、塩沢５班にお住まいの方 ・・・月 2枚 

 【２】上記の地区にお住まいの方で運転免許証の無い 65歳以上の方 ・・・月 8枚 

 【３】身体障害者手帳をお持ちの方 ・・・月 8枚 

 【４】要介護（要支援）、事業対象者の認定を受けた方 ・・・月 8枚 

   （ご自身で、または運転手の簡単な介助で乗降可能な方及び乗降困難な場合は介助者の同乗が

可能な方に限ります。） 

 【５】運転免許証を返納した方 ・・・月 8枚 

※上記のいずれか１つの要件での申請となります。複数の要件が重複した場合でも、月

8枚以上の券は発行いたしませんのでご了承ください。 

 

★運 行 業 者★ 

 白樺観光タクシー TEL 0267-56-3636 

 望 月 ハ イ ヤ ー TEL 0267-56-5545 

 

★申 込 申 請★ 

 事前申込が必要です。 

 （お問合せ）立科町地域公共交通活性化協議会 TEL0267-88-8403（直通） 

まずは、タクシー会社に 
電話してください。 
 

白樺観光タクシー℡0267-56-3636有 4060 

望月ハイヤー   ℡0267-56-1153有 5545 

 

町外へ移動される場合 

町境でメーターを切り、その地点ま

で 600 円で利用できます。 

町外の利用料金はご負担下さい 

 



福祉型デマンドタクシー制度新旧対照表 

 旧制度（～H29年度） 新制度（H30年度～） 

利用対象 

①交通空白地域にお住いの方 

※たてしなスマイル交通が通っていな

い地区（蟹原地区、塩沢５班） 

①交通空白地域にお住まいの方 

※たてしなスマイル交通が通っていな

い地区（蟹原地区、塩沢５班） 

②身体障害者手帳をお持ちの方 ②身体障害者手帳をお持ちの方 

 ③要介護（要支援）認定者または事業

対象者（新） 

 ④運転免許証を返納した方（新） 

交付枚数 
最大月４枚（年間 48枚） 

※要件により発券枚数が異なります 

最大月８枚（年間 96枚） 

※要件により発券枚数が異なります 
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